
□]一ーー 自転車を安全•安心に利用するために（自転車ルールフック）の作成 I 

目 的

自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入に当たり、 自転車の基本的な交通ルールと警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方
について周知を行い、 自転車の安全・安心な利用を図るための資料（警察庁HPで公表）

構 成

① 自転車への青切符の導入の背景と手続（導入の背景、 検挙後の手続の変更点、 青切符の対象とならない場合）
② 自転車の基本的な交通ルール（自転車安全利用五則の紹介）
③ 自転車の交通違反の指導取締り（基本的な考え方、 指導取締りを重点的に行う場所・時間帯）
④ 青切符以外に、 自転車で交通違反をしたときに受けることがある処分（自転車運転者講習、 運転免許の停止）
⑤ 自転車の交通ルール

自転車安全利用五則

1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

2 交差点では信号と 一時停止
を守って、安全確認

3 夜間はライトを点灯

4 飲酒運転は禁止

5 ヘルメットを着用
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自転車の指導取締りの基本的な考え方＿→
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指導警告
（例）・スピー ドを出して歩道を通行

·16歳未満の者による違反

検 挙

青切符の導入で変わるのは検挙且辺茫
ロ大な違反や事故を起こしたとき→刑事手続］

（例）・酒酔い運転・酒気帯び運転
・違反により実際に交通事故を発生させる

16歳以上の者による反則行為 → 青切符
（例）・スマホを持って画面を注視したり、通話をする

信号無視で交差点に進入し、他の車両に急ブレーキ
をかけさせる








